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中国子会社のこれからの管理 第１回
有限責任 あずさ監査法人　
GJP 部　中国事業室	 シニアマネジャー	 増田　進
IT 監査部		  マネジャー	 一ノ瀬　光裕
KPMG ビジネスアドバイザリー株式会社
ディレクター　足立　桂輔

巨大マーケットである中国への日本企業の関心は高いものの、昨今の日中間の
影響により、日本企業の中にはチャイナリスクを回避するため中国投資を見直
す動きも出てくるなど、中国子会社を抱える日本企業は「中国子会社の位置付
けの再検討」を迫られている時期にきていると思われます。
適切な経営判断を行うためには、「中国子会社の現状（管理状況と問題点）を
正確に把握しておくこと」が大切です。
そこで、本稿では「中国子会社の設立、購買、販売、撤退」等の経営プロセス
の局面ごとに、「中国の会計、税務、IT システム、リスク管理」の視点を組み
合わせ、「これからの中国子会社管理の方向性」を考えます。
今号では、「会計、税制の全体像」、「会社設立時・新規連結時」および「購買・
在庫管理時」の留意点を取り上げ、次号では「販売・与信管理」および「資金・
固定資産管理」、「工場移転・持分譲渡・撤退時」の留意点について取り上げます。
なお、文中意見に関する部分は、筆者の私見であることをお断りいたします。

（注）�本稿は、2013 年 3 月より「週刊　経営税務」（税務研究会）にて全 6 回
にわたり連載されていた内容を再編集したものです。

 

【ポイント】
◦	�外資企業に適用される会計基準には、「企業会計制度」と「企業会計準則」

の 2 つが併存しているため、中国子会社がどちらを採用しているかを把握
する事が大切である。

◦	�会計情報のＩＴシステム化がどこまで進んでいるのか、会計以外の部署の
データとの連動がどこまで進んでいるのかの把握をすべきである。

◦	�連結決算の際に重要となる会社の設立日、出資比率等を確認できる正式な
資料がある。

◦	�中国子会社の連結時において税務寄りの処理になっていないかの確認が重
要である。

◦	�仕入計上に際しては「発票基準」を採用している場合には、期末を跨ぐ「期
ズレ」の影響額を把握し、いかに調整すべきかがポイントである。

◦	�購買にかかわる不正防止等の管理は実務上も難しい論点である。
◦	�原価管理の精度を高め、いかに品種別等の正確な損益を把握するかが今後

の課題である。
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Ⅰ 中国の会計、税制等の全体像

1.	中国の会計制度

中国では、海外より外国資本が投資して中国に設立した子
会社を、「外商投資企業」と称することが多いですが、100%外
国からの投資の「独資企業」である場合や、中国パートナーと
の「合弁企業」である場合もあります。

本稿では、中国法人への外資の出資割合が25％以上の会社
を総称して「外商投資企業」と称することにします。

（1）	中国の会計基準 
外商投資企業が適用対象となる会計基準は２つあります。１

つは「企業会計制度」であり、もう１つは「企業会計準則」で
す。「企業会計制度」は外商投資企業に対して2002年1月1日
から強制適用になった基準で、従来から適用されてきたため

「旧基準」と呼ばれることもあります。内容は当時の国際会計
基準を意識したものになっています。
「企業会計準則」は中国の政府機関である財政部が2006年2

月に公布した「企業会計準則―基本準則」と具体的会計準則を
指します。企業会計準則は企業会計制度よりも国際会計基準
との収斂が図られており、2007年1月1日から中国国内の上場
企業に適用されています。その適用経緯からして「新基準」や

「新準則」と呼称されることもあります。
中国で非上場の外商投資企業に対しては、上海市のように

「特定の地域」に会社が所在しており、かつ一定の企業規模以
上の「大中型企業」には中国上場企業と同等の「企業会計準則」
が適用されますが、それ以外の会社には「企業会計制度」が適
用されています。

（2）	適用される会計基準の把握 
（1）の「特定の地域」とは、例えば、広州市（2010年度から

適用）や上海市（2011年度から適用）、大連市（2012年度から
適用）等があります。実際には子会社の所在地域によって異な
るので、所管の財政局に確認することになります。また「大中
型企業」の定義は業種ごとに異なり、例えば、工業では「中型
企業は従業員が300人以上」、かつ「営業収入が2,000万人民元
以上」のように、目安となる規模が記載されている「中小企業
型区分基準規定」が参考になります。

実際に自社の中国子会社に「企業会計制度」と「企業会計準
則」のどちらが適用されているのかは、中国子会社の監査報告
書に添付されている「財務諸表」の「会計方針」、もしくは監
査報告書中に記載されている文言で確認できます。

2.	中国の税制

（1）	企業所得税 
「企業所得税」とは、日本の法人税に相当する税金です。こ

こでは、「居住企業」と「非居住企業」の概念をしっかり把握す
ることと、「中国源泉所得」の有無をしっかり把握しておくこ
とがポイントとなります。 

① 納税義務者および課税所得
「居住企業」とは、中国国内に設立された企業または実際の

管理機構が中国にある企業を指しています。居住企業につい
ては、「中国国内源泉所得および中国国外源泉所得」が課税対
象となります。
「非居住企業」とは、外国の法律に基づいて設立されかつ、

実際の管理機構は中国にないが中国国内に拠点がある、また
は拠点はないが中国源泉所得を有する企業を指しています。
非居住企業については、中国国内に拠点を有する場合は、拠
点が得た中国国内源泉所得のみが課税対象であり、さらに国
外で得た所得のうち拠点と関連のある所得や拠点がない場合
でも、配当、利子、リース料、ロイヤリティー、キャピタルゲ
インおよびその他の中国を源泉とする所得が課税所得となり 
ます。

課税所得の計算自体は、損益計算上の利益を基に加算項目
と減算項目を調整して計算するような申告書形式になっており
ます。

② 税率
通常の企業は25％の税率ですが、国が重点的に保護する

ハイテク企業の税率は15％、条件を満たす小規模薄利企業は
20％です。

非居住企業が得る配当、利子、特許権使用料、財産譲渡所
得等は20％の源泉徴収税が課されます。ただし日本は中国と

「日中租税条約」を締結しているので、源泉徴収税率は10％に
なります。

③ 申告期限
居住企業は、納税年度終了後5 ヵ月以内に確定申告を行いま

す。月次または四半期ごとに翌15日以内に予定納付すること
もできます。

非居住企業は配当等の支払日あるいは支払期日に源泉徴収
します。拠点を有する場合は帰属すべき利益について自ら申
告・納付します。

（2）	増値税
増値税は、付加価値税であり日本の消費税に近い税金です。

なお中国には奢侈品に課税する「消費税」という税金がありま
すが、これと日本の消費税は別の税金です。増値税を理解す
るポイントは、増値税法上の請求書兼領収書に相当する「発
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票」（中国語読みでは「ファーピァオ」）を把握することです。

① 納税義務者
中国国内において物品の販売または加工、修理役務の提供、

物品の輸入を行う企業および個人等です。

② 課税所得
物品を販売、または課税役務の提供を行う場合、売上高に

税率を乗じて売上税額を計算します。物品の購入または課税
役務を享受する場合に支払い負担した金額を仕入税額としま
す。国内仕入れの固定資産に係る増値税も仕入税額に算入で
きます。売上税額から仕入税額を控除して納税額を計算しま
す。仕入税額の未控除金額は翌月に繰り越して控除できます。

③ 税率
物品の販売や輸入の場合は17％の税率です。穀物や食用植

物油等の販売・輸入の場合は13％です。輸出する場合は0％
です。輸出製品の販売に消費した原料、部品、燃料等にかかっ
た仕入税額が国内販売に係る増値税納付額を上回り、相殺し
きれない分については、還付請求できるがすべて還付できる
わけではなく、貨物の品目により還付率は5％から17％程度 
です。

④ 申告期限
月次または四半期ごとに、毎翌月15日以内に申告します。

納付義務の発生日は、物品販売または課税役務提供について
は、売上代金または売上代金取立証憑を受け取った日、先に
領収書を発行した場合は領収書発行日、輸入物品については
輸入通関日です。

（3）	営業税 
営業税は、将来は増値税に統合されていくと言われていま

す。2012年1月から上海市において「営業税を増値税として改
正し徴収する」試行案が施行されています。2013年8月1日か
らは中国全国に適用を拡大することを、2013年1月10日に中
国の国務院が公表しております。今後、交付される法令や通
達に注意が必要です。 

① 課税所得
中国国内において企業や個人が、役務の提供、無形固定資

産の譲渡や不動産の販売を行う場合に、営業額に税率を乗じ
て納税額を計算します。

② 税率
例えば、建設業、交通運送業は3％、娯楽業は5 ～ 20％、

サービス業や金融業は5％です。

③ 申告期限
月次または四半期ごとに翌15日以内に申告納税します。納

税義務発生日は役務の提供、無形固定資産の譲渡や不動産の
販売をし、かつ営業収入金の受領日、または営業収入代金取
立証憑の受領日（例えば、契約書に記載の支払日と解される）
です。

（4）	個人所得税 
以下、納税義務者、課税所得、税率、申告期限をご紹介し

ます。

① 納税義務者 
中国国内に住所を有する個人、または住所を有しないが中

国の居住期間が満1年に達する個人が基本的に納税義務者とな
ります。さらに中国に居住しない個人、または居住期間が1年
未満の個人でも納税義務者になる場合があります。例えば中
国に居住しない個人で、一般の外国籍社員で中国に90日を超
えて滞在する場合において、中国の国内払いの給与は課税対
象となる旨が規定されています（個人所得税実施条例第7条）。 

外国籍の社員が日本人の場合は、「日中租税条約」が優先的
に適用され、「短期滞在者の免税規定」（同条例第15条第2項）
が適用されます。 

免税の条件としては、第1に、暦年で183日を超えないこと、
第2に、給与の支払者は中国の居住者ではないこと、第3に、
給与が中国国内における恒久的施設もしくは固定的施設によ
り負担されていないことという3つの条件を充足している事が
必要です。 なお恒久的施設については、後述の（5）PE課税を
ご参照ください。

② 課税所得
賃金、給与所得は、毎月の収入額から費用控除標準金額

3,500人民元を控除して課税所得を計算します。外国籍の個人
については、追加控除額まで考慮すると、費用控除標準金額
は4,800人民元になります。労務報酬所得は、毎回の収入が
4,000人民元を超過しない場合は、費用控除標準金額800人民
元を控除し、4,000人民元を超過する場合は、20％の費用控除
標準を控除して、課税所得を計算します。

③ 税率
賃金、給与所得の場合は、例えば月額課税所得金額のレン

ジに応じて累進税率が規定されています。例えば55,000元超
から80,000元以下の課税所得の場合は35％の税率、80,000元
超の場合は45％の税率です。労務報酬所得の場合は、比例税
率20％です。

④ 申告期限
月単位で課税計算し、翌月15日までに申告納付します。
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（5）	PE 課税 
企業所得税と租税条約の関係から派生してくる税制をPE課

税といいます。「PE」は「Permanent Establishment」の略称で
「恒久的施設」と訳されます。

数年前から、中国の税務当局がPE課税強化の方向性を打ち
出しています。この点についてケース・スタディを用いて説明
します。

【ケース・スタディの検証】
新会社の工場の立上げ作業のために、日本本社から派遣さ

れた出張者が中国国内で行う「監督、機械据付、工程管理等」
の行為が、中国における「恒久的施設」認定されている可能性
があります。恒久的施設判定の基準では「通算6 ヵ月を超過す
る期間」が重要です。 

中国の企業所得税法によると「管理機構、営業機構、役務の
提供場所、建築、据付、組立等の工事作業に従事する場所等」

（企業所得税法実施条例第5条）とされています。つまり中国
税務当局により工場の立上げ作業に、日本本社のために中国
国内において出張者により役務提供がなされており、中国で
源泉所得が発生していると認定されている可能性があります。
実務上多くの場合、送金の段階で当局から指摘されて判明す

るケースが多いようです。
派生する税金として、契約金額に関するみなし利益率に基

づく企業所得税以外に、契約金額に係る5％の営業税が追徴さ
れる可能性があります。営業税については、営業税の箇所で
記載しましたが、「営業税を増値税として改正し徴収する」試
行案の対象となる地域では、6％の増値税が源泉徴収される可
能性があります。

この場合、増値税の発票は送金側の現地法人にて仕入税額
控除は可能です。さらに出張者の給与に係る個人所得税につ
いて、当局により「日中租税条約」の第15条第3項（給与が中
国国内における恒久的施設によって負担されていない事：前
述（４）参照）を充足していないと認定されて追徴される可能
性もあることも念頭に入れておく必要があります。

3.	IT システム対応上の留意点

（1）	会計情報フローの把握
図表1は、ある程度、情報システム化（ＩＴ化）が進行した

中国子会社の例です。左上の販売領域には中国子会社の販売
部が管轄する「販売データ」があり、左下の生産領域には生産
部が管轄する「生産データ」があります。会計領域には、財務
部が管轄する「会計ソフトウェア」があります。「現状子会社
の会計情報を中心とするフローがどのようになっているのかを
把握すること」、次に「ＩＴ化がどこまで進んでいるのか、各
領域間の連動性はどこまで進んでいるのかを把握すること」が
大切です。

（2）	ERP パッケージ
中国当局向けの会計証憑や会計帳簿を、情報システムから

生成する場合には、当局が定めた、「会計システムの利用に係

図表1　会計情報フロー図（例）

販売領域

グローバル
連結会計
（日本本社）

銀行
（ホームページ等）

税務当局
（ホームページ等）

税務領域
「金税システム」
～当局より導入

会計領域

生産領域

「発票」
（ファピャオ、
税務領収証）

当局向け
財務諸表
（B/S、P/L等）

（税務申告情報）

ネットバンキング
（入出金情報）

【ケース・スタディ1　－PE課税の強化－】
日本本社は上海子会社を設立したが、新会社の工場の立上げ作
業（監督、機械据付、工程管理等）のために日本本社から 4 名
の出張者を中国に派遣した。
派遣期間は 1月からの暦年ベースで、重複期間を除いても 4 名
で連続して 6 ヵ月を超過している。
契約書に基づき上海子会社から日本本社に出張者の役務提供の
対価として送金を行う段階になって、送金できない事が判明した。
子会社が確認したところ中国税務当局から恒久的施設の認定を
受け、追加の税金を納付しないと送金できないとのことである。
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る規制」（財政部1996年）や、各地域における電子化されたシ
ステムの利用に関する通達等の規定上の条件を充足する必要
があります。具体的には、使用するソフトウェアの中国語バー
ジョンでの表示や、システムから出力される財務諸表の様式
等に係る要求事項に対応している必要があります。

この点において、中国国産のERPパッケージである「用友」
（中国語読みで「ヨンヨウ」）や「金蝶」（中国語読みで「ジン
ディエ」）は、標準で当該要求事項を満たしたものになってお
り、中国国内では、一般的にも広く使われているところです。

一方、SAPやオラクル等の欧米発のグローバルなERPパッ
ケージであっても、前述の要求事項を充足するためのカスタ
マイズ等の対応を行ったものであれば、利用することは可能
であり、実務においてこの形で対応されている企業も実在し
ます。特に、中国進出の欧米系企業においては、この形で運
用されているケースは少なくありません。

Ⅱ 会社設立・新規連結時の留意点

1.	会社設立時の留意点

（1）	会社設立に関する登記資料－批准証書
① 会社設立日の確認

日本で連結決算を担当する方からよくいただくご質問に「会
社の設立日はどのような資料で確認すれば良いか」というも
のがあります。会社の設立に関しては「批准証書」（中国語名

「批准证书」）と呼ばれる会社設立の許可証に相当する資料が
あります。図表2は、中国の工商行政管理局等の雛型を簡略化
し、日本語に訳したものです。会社の設立日を、会社の設立
の許可が下りた日とすれば、「批准証書」に記載の「批准日時」
の年月日を確認する事になります。
「批准証書」には会社に関する基本的で重要な情報が記載さ

れているので、中国語の記載であっても確認しておいた方が
良いと思われます。例えば、企業名称、所在地、独資か合弁
か等の企業類型、投資総額、注冊資本、投資者名称と出資額、
経営範囲等が記載されています。

② 外貨借入枠の確認
「批准証書」における「投資総額」は借入金と資本金を含む

概念であり、「注冊資本」は登記上の資本金の金額です。両者
の差額は「投注差」と呼ばれ、「外貨借入枠」に相当します。例
えば投資総額1,000万米ドルで、注冊資本が500万米ドルと記
載されていれば、外貨借入金の枠は1,000万米ドルから500万
米ドルを差し引いた500万米ドルです。なお表記は米ドル表記
の場合や人民元表記の場合もあります。ここは後々、親会社
等から外貨で親子ローンを組む時の制約条件になってくるの
で留意すべきで点です。

③ 経営範囲の確認
「批准証書」に記載の「経営範囲」の箇所には会社が行うこと

のできる業務の範囲が記載されています。例えば「衣料品の生
産と販売」と記載されている場合は、衣料品以外の生産と販売
を行うことはできません。このため設立にあたっては、将来想
定される業務範囲を考えて経営範囲を申請し、許可を得てお
くことが必要です。

④ 出資比率の確認
「会社の出資比率の確認はどのような資料を見たら良いか」

とのご質問をいただくことがあります。これについては「批准
証書」の「投資者名称と出資額」の欄を確認する事になります。
もう１つは中国の「注冊会計師」（日本の公認会計士に相当す
る）が発行した「験資報告書」（中国語名「验资报告」）という
資料があります。 

中国の注冊会計師は中国の「注冊会計師法」によると、資本
金の払込に関する監査を行い、現実に資金相当額が資本金の
銀行口座に払い込まれているかどうかの監査証明業務を行う
ことになっています。「験資報告書」自体は中国語で記載され
ていますが、増資前と増資後の対比表を見れば、出資者の出
資比率の変化を把握できます。登録資本について、実際に払
込みが未了の部分が存在する場合は、その金額も把握する事
ができます。 

（2）	会社設立に関する登記資料－営業ライセンス
「批准証書」と並んで重要な登記資料に「営業ライセンス」

（中国語名「营业执照」）という資料があります。これは工商行
政管理局から交付される会社の営業許可証です。記載されて
いる認可日付は会社設立後の営業ライセンス開始日に相当し
ます。「批准証書」と同様の経営範囲が記載されているととも
に、注冊資本、董事長、副董事長、総経理、副総経理の氏名、
営業ライセンスの有効期間等が記載されています。 

（3）	整備・保管すべき会計帳簿・帳票と勘定科目一覧
① 整備すべき会計帳簿と帳票

中国子会社が最低限整備すべき会計帳簿と帳票は「会計書
類管理弁法」（財会［1998］32号）において規定されています。

図表2　批准証書（イメージ）

中華人民共和国 
外商投資企業 
　批准証書 
　批准番号
　批准日時

企業名称 :

所在地：

企業類型：

投資総額：

注冊資本：

投資者、出資額： 

経営範囲：
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主要なものは以下のとおりです。 

会計証憑類		 ：	� 原始証憑、記帳証憑、総括証憑等 
会計帳簿類	 ：	� 総勘定元帳、補助元帳、仕訳日記帳、固定資

産明細、補助帳簿等 
財務報告書類	 ：	� 月次、四半期、年度財務諸表（附属明細、注

記等含む）等 
その他		  ：	� 銀行預金残高調整表、銀行勘定照合表、その

他保存すべき会計処理の資料、会計書類引継
台帳、会計書類保管台帳、会計書類廃棄台帳 

② 会計書類の保管期間 
保管期間は、会計書類管理弁法の附表において規定されて

います。 
例えば原始証憑15年、総勘定元帳15年です。
 

③ 会計の勘定科目一覧 
会計基準別に若干異なる勘定科目一覧に科目ごとに専用番

号が付された表があります。「企業会計制度」では、「2．会計
科目の名称と編制番号」の箇所に規定されています。「企業会
計準則」では中国財政部が実務上のガイドラインとして公表し
た「応用指南」に記載されています。 

2.	日本の連結決算時の留意点

海外子会社の連結にあたっては、その国の会計基準と日本
の会計基準との差異がどこにあるかに注意が向きがちですが、
現地の子会社が税務寄りの会計処理になっていないかをまず
確認する姿勢が必要です。 

（1）	中国子会社が採用する会計基準の確認
中国には「企業会計制度」と「企業会計準則」の双方が存在

している状況にあります。　実際にどちらの会計基準が適用
になっているかについては、子会社の「監査報告書」もしくは
監査報告書に添付されている「財務諸表」の会計方針の箇所で
確認する事が必要です。

 
（2）	売上、仕入、費用等の計上基準の確認

売上や仕入の計上基準が、会計上の実現主義や発生主義で
はなく、「発票基準」になっている可能性がないかを確認する
必要があります。この場合、発票基準に伴い会計期末をまた
ぐ「期ズレ」となっている部分の金額的重要性を把握すべき 
です。

（3）	売掛金や棚卸資産等に対する引当金計上の可否
中国国内販売を開始した途端に滞留売掛金が急増する事態

に陥る会社は多いと思われます。相手先が破産、解散を宣言
していなければ、中国の企業所得税法上は貸倒引当金の計上
は基本的には有税処理となりますので、会計上、引当不足に

なっている可能性がないかの確認が必要です。棚卸資産につ
いては、倉庫で何年間も滞留していて埃をかぶったような在
庫に出会うことがあります。在庫の評価減については、企業
所得税法上は基本的に有税処理となりますので、会計上、引
当不足になっている可能性がないかの確認が必要です。

（4）	決算書の形式の確認
中国の損益計算書と、日本の損益計算書の「販売費及び一

般管理費」や「特別利益・損失」の内容は形式が異なります。
連結での組替に際しては、各勘定の主な項目の明細が分かる
ようにしておき、内訳の内容ごとに組替えの要否を検討すべき
です。

（5）	勘定科目の確認
「企業会計制度」の損益計算書の「管理費用」は棚卸差益や

棚卸差損、貸倒引当金繰入額、棚卸資産評価引当金を含む概
念です。また「営業外支出」には固定資産棚卸差損や固定資産
処分損、固定資産減損引当金繰入額、寄付金支出等が含まれ
ます。このため日本の「販売費及び一般管理費」や「営業外費
用」の範囲とは多少異なります。連結での組替に際しては、決
算書の形式とあわせて、各勘定の主な項目の明細がわかるよ
うにしておき、内訳の内容ごとに組替えの要否を検討すべき
です。

（6）	�「企業会計準則」もしくは「企業会計制度」との会計基
準の差異の検討

会計基準間の差異は細かい点はいくつも存在しますが、実
務上問題になりやすい点として、「税効果会計」と「政府補助
金」について、まず理解しておくことが必要です。 

税効果会計については、「中国の決算書を見ても税効果会計
の処理がなされていないようだが、連結処理上、どう対応す
べきか」というご質問をいただくことがあります。この場合に
は、企業所得税の税務申告書である「企業所得税年度納税申
告書Ａ類」の「納税調整項目明細表」（日本の法人税申告書の

「別表四」に概ね相当します。なお日本の「別表五」に相当する
明細はないので、過年度の「別表四」に相当する明細を参照す
ることになります）を確認し、税効果会計の対象となる「一時
差異」があるかどうかを確認します。

繰越欠損金については「欠損填補明細表」を確認します。次
に会社が採用する会計基準が「企業会計制度」であれば税効
果会計は任意適用なので、連結処理で税効果を認識すべきか
を検討します。「企業会計準則」であれば税効果は強制適用な
ので、本来は、現地の個別財務諸表レベルで認識すべきです。
現地の財務担当者や会計士に税効果適用に関して確認するこ
とになります。

政府補助金については、例えば中国子会社の工場の移転要
請が地元政府からなされ、この見返りに補助金が給付される
場合があります。「企業会計制度」上は、政府補助金は、「専
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項未払金」という仮勘定に移転にかかわる損失とともに振替え
（財企[2005]123号）、借方差額を当期損失に、貸方差額を資本
剰余金に振替える処理をします（第82条）。「企業会計準則」
では、「専項未払金」勘定に固定資産にかかわる損失等と共に
補助金を振替え、専項未払金から「繰延収益」に振替えます。
資産に係るものは関連資産の耐用年数内に均等配分し、将来
の費用や損失補てん目的のものは、関連費用を認識する期間
に対応させる処理となります（第16号および解釈第3号）。こ
の処理を前提にして、日本の連結での組替えを検討すること
になります。

 
（7）	�関係会社、取引高・残高および連結注記情報の網羅的

な把握
子会社の財務担当者が手作業でデータを拾っている状況で

はスポット的に生ずる関係会社取引高や債権債務残高を拾い
忘れることがありますので、会計システムを活用して関係会社
情報を網羅的に抽出できることが望ましいと思われます。親会
社と中国子会社間において取引がある場合、中国子会社の12
月末残高と日本本社の3月末残高を相殺している会社が多いと
思われます。この場合でも、12月末時点の債権債務残高を突
き合わせてみると、期ズレや未決済、未処理等に起因する多
額な差異が検出されることがありますので、定期的な差異調
整を行うことをお勧めします。　

Ⅲ 購買・在庫管理時の留意点

1.	発票基準と仕入計上

仕入計上に関して、ケース・スタディを用いて説明します。 

【ケース・スタディの検証】
このケースにおいて会計上、問題になる点は、2012年12月

20日時点において在庫が入庫していますが、会計方針は検収
基準を採用しているにもかかわらず仕入計上をしておらず、
2013年1月10日に発票を入手した時点で仕入計上している点
です。 

これは「発票基準」といわれる処理です。増値税法上「納税
者が物品を購入した場合に仕入税額を支払う」（増値税暫行条
例第8条）とあり、「納税者が物品購入を受けた場合において、
規定通りに増値税控除証憑（筆者補足：発票に相当すると思わ
れる）を受領しなかった場合には、当該仕入税額を売上税額か
ら控除してはならない」（同条例第9条）と規定されているた
めです。

この場合、次のような会計上の問題が発生します。2012年
12月末に在庫の棚卸をする際に、当該b品について「期ズレ」
分が棚卸差異として認識されてしまうことになります。さら

【ケース・スタディ2　－仕入計上－】
中国にある日本の外商投資企業であるＡ有限公司（以下「Ａ社」
とする）は、中国企業であるＢ有限公司（以下「Ｂ社」とする）
から中国においてｂ品を購入する事を決定した。
2012 年 12 月 20 日にｂ品 100kg はＡ社の倉庫に到着し、Ａ社
倉庫担当者が検収し入庫伝票を起票した。
理解のために簡略化した入庫伝票の日本語訳は以下のとおりで
ある。

入庫伝票 第×××番

2012年12月20 日

購入先 品目 数量 

Ｂ社 b 品 100kg 

2013 年 1月10 日にＡ社は注文書のとおり、10,000 人民元相
当をＢ社に支払い、同日にＢ社から 「発票」を入手した。
理解のため簡略化した増値税の発票の日本語訳は以下のとおり
である。

図表3　期末日前後のＡ社とＢ社の関係

A社

B社

2012年
12月20日

2013年
1月10日

支払い
B社より発票受領
仕入計上

入金確認
発票起票・A社に送付

売上計上

期末
12月31日

入庫

出荷

増値税専用発票 
第×××番　 　　　開票日時　2013 年 1 月 10 日 

購買会社：Ａ有限公司　 

貨物名 b 品、規格、数量 100kg　金額 10,000 元  
　税率 17%　税額 1,700 元

販売会社：Ｂ有限公司 

開票人：　　　　　　　　　　販売会社印　　 

2013 年 1月10 日、Ａ社は仕入計上の会計伝票を起票した。
理解のために簡略化した「会計伝票」（中国語「计账凭证」）の
日本語訳は以下のとおりである。
なお借方の「仮払増値税」（中国語「应交增值税－进项」）は仕
入時に発生する勘定科目である。

会計伝票　　　　通貨：人民元 

2013 年 1 月 10 日　　　　第×××番

会計科目 数量 単位 借方金額 貸方金額

（棚卸資産） 100kg 100 10,000 

（仮払増値税） 1,700 

（買掛金） 11,700 

財務主管者：　　　作成者：　　　　確認者等：
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にb品が2012年12月中に製造工程に投入されている場合には
原価計算の記録と、会計上の記録にも不整合が発生する可能
性があります。時系列でＡ社とＢ社の関係を図表3に記載し 
ます。 

【発票基準への会計、連結、ＩＴシステム上の対応】
増値税から派生する会計期末を跨ぐ「期ズレ」については、

会計の立場からは現地の財務諸表レベルで修正すべきもので
す。すなわちできるだけモノの動きと会計処理を合わせるよう
に会計上の処理を行うべきです。通常、入庫検収時点では発
票は未入手であるものの、注文書等があるので見積相当額で
仮の仕入計上を起票することは可能と思われます。この際に
買掛金は「見積買掛金」（中国語「应付帐款－ 暂估」）勘定科
目を使用します。その後、発票を入手した時点で、仮の金額
で計上した仕訳を取り消して、確定金額とこれに伴う増値税
金額を計上する方法が考えられます。仕訳例として一例を示
すと図表4のとおりです。

会計システムの観点からは、例えば「用友」といった中国国
産のERPパッケージソフトを採用している場合では、発票を
未入手の時点でも買掛金を暫定計上する「暫定見積記帳」（中
国語「暂估记账」）という画面があり、発票が未入手の場合で
も暫定的に仕入計上ができる機能があります。

日本の連結決算への対応という観点からは、「期ズレ」の金
額を把握し、金額的影響を把握する事が必要です。用友にお
いては、（システム上）入庫済みであるが、発票を入手してい
ない分については「未生成証憑一覧表」（中国語「未生成凭证

单据一览表」）または「購買注文執行統計表」（中国語「采购

订单执行统计表」）として出力する機能があります。ただし、
当該一覧表の正確な作成については、発票の入手実績に係る
情報が、適時かつ適切にシステムに反映されていることが前
提です。

他社の事例においては、毎月は発票基準を許容し、四半期
末、少なくとも期末は、発票基準から検収基準等の会計ベー
スで修正するように、日本本社が指導しているケースもあり 
ます。

なお、このケースにおける増値税の申告については、事前

に税務当局に相談しておき、2012年12月分は見積金額に基づ
き暫定計上した分、仕入に関する「増値税納税申告書附表（表
二）」（特に発票未入手の仕入分に関する特別な記入欄はなく、
仕入税額控除はとれない）で申告し、2013年1月分の申告では、
前月12月の申告分を取消し、確定金額に基づく増値税で申
告し、仕入税額控除を行うという方法が一例として考えられ 
ます。 

2.	在庫管理

在庫管理については、実地棚卸と滞留在庫の評価について、
ケースを基に説明します。

（1）	実地棚卸

【ケース1　－実施棚卸－】
Ａ社の期末棚卸結果について実施棚卸結果と帳簿上の数量との差
異を取りまとめた「棚卸差異明細」においては、在庫の品番も多く、
在庫数量も多く、棚卸差異がゼロという記載されていた。
試しにいくつかの品番についてテスト・カウントをしたところ棚卸差
異が検出された。
倉庫担当者に聞いたところ、棚卸差異と報告すると担当者の人事
評価に影響して給与が下がることを恐れていることが判明した。
Ａ社の棚卸担当者は帳簿上の数量を念頭に置いて棚卸をしている
状況であった。

このケースに対しては、担当者のみならず総経理を含めた
会社の管理責任者に、棚卸は在庫の正確な数量の把握をし、
帳簿との差異を把握して管理に役立てることが重要であり、
棚卸の際には滞留在庫や不良在庫を把握する事も重要である
旨を納得していただくとともに、人事評価方法の見直しを実施
していただくことになりました。

（2）	在庫評価

【ケース 2　－在庫評価－】
Ａ社の倉庫に入り在庫を視察すると埃をかぶった製品、包装材が
山積みになった一角があった。
倉庫の担当者に聞くと数年間滞留している状況とのことである。
財務担当者に会計上、評価性引当金の設定をしているかどうかに

図表4　仮計上の取消および確定金額の仕入計上の仕訳例

日時 借方金額（人民元） 貸方金額（人民元）

2012年12月20日　入庫検収時：仕入仮計上 （棚卸資産）		 10,000 （見積買掛金）	 10,000

2013年1月10日　発票入手時：仮計上の取消 （見積買掛金）	 10,000 （棚卸資産）		 10,000

2013年1月10日 　発票入手時：仕入確定計上
（棚卸資産）		 10,000
（仮払増値税）	 1,700

（買掛金）		  11,700

2013年1月10日 　支払い時 （買掛金）		  11,700 （現金預金）		 11,700
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ついて尋ねると、有税処理となるので会計は未処理とのことであっ
た。

企業所得税法上は、引当金計上は基本的に有税となりま
す。棚卸差損や廃棄損等は損失が発生したことを証明できる
合理的な証拠が必要となる旨が通達に記載されています（財税
[2009]57号および国家税務総局[2011]第25号）。

会計上、「企業会計準則」においては、棚卸資産の原価が正
味実現可能価額よりも高い場合、棚卸評価引当金を計上しな
ければならないこと、毎期の洗替法による旨が規定されていま
す（企業会計準則第1号第15条）。
「企業会計制度」においては、棚卸資産の原価が正味実現可

能価額よりも高い場合、棚卸評価引当金を計上しなければな
りません（企業会計制度第54条）。カビや腐敗、期限切れで、
かつ、使用価値がない等の場合は簿価を、すべて当期の損益
で処理すると規定されています（同第54条）。さらに以下の状
況が存在する場合は、棚卸評価引当金を計上しなければなら
ないと規定されています（同第55条） 。 

・	� 市価の継続的下落、将来上昇の見込がない
・	� 原料等を使用して生産する製品の原価が製品の販売価格を上

回っている
・	� モデルチェンジにより新製品の需要に適合せず、市価も簿価よ

り下落
・	� 陳腐化等や消費者の嗜好の変化により需要が変化し、市価が

下落等

また、滞留在庫の把握については、棚卸の際に現物を把握
するのが原則ですが、会計システム上、「滞留在庫年齢明細
表」といった年齢表を活用も検討すべきです。 

例えば、前述のERPパッケージソフトの「用友」では、「在
庫滞留分析表」（中国語「库龄分析汇总表」）といった滞留表
を出力する機能があります。 

ただし、当該分析表の正確な作成については、対象となる
原料、部品、製品等毎のロット単位での在庫の受払数量（入出
庫数量）、あるいは、定期的な実地棚卸で確認された数量が、
システムに適時かつ適切に反映されていることが前提となり 
ます。

3.	購買管理

「購買担当者の不正防止策として他社はどのように実施して
いるのか」というご質問をいただくことがあります。そこで、
ここでは不正リスク管理対応として購買担当者の不正リベート
の収受について取り上げます。 

購入先から受け取るリベートは、契約書等が締結されてい
ないため、会計帳簿にも記載されず、会社の購買担当者の個
人が収受する場合に問題となります。

中国の刑法によると、「会社、企業またはその他の単位の職
員が、経済取引において職務上の便宜を利用し、国の規定に

違反し、各種名義のリベートまたは手数料を収受して個人の
所有に帰属し、当該金額が比較的大きい場合には、5年以下の
有期懲役または勾留に処する」（刑法第163条第1項および第2
項）と規定されています。 

中国では公務員や国家機関のみに対象を限定せず、商取引
上において公平の原則に反して不当な経済的利益を提供また
は取得する行為である「商業贈収賄」という概念を想定してい
ることに注意が必要です。
「金額が比較的大きい場合」の収賄の立件基準としては5,000

元以上です（「公安機関が管轄する刑事事件の立件訴追に関す
る規定（二）」2010年5月7日公布）。ご参考までに贈賄に関し
ての立件基準は、個人は1万元以上、組織単位は20万元以上
と規定されています（同規定（二））。 

不正リベートの収受は、社内従業員等による当局や会社役
員への告発で発覚することが多いと言われています。防止策
としては購買管理規程の制定、購買先選定過程における第3者
のモニタリングの実施、購買担当者の定期的ローテーション等
に留意しているのが現状のようです。 

4.	原価計算、原価管理

中国には、日本の「原価計算基準」（企業会計審議会）のよ
うな、製造業を中心とする一般企業を対象とした基準はまだ
ありません。国有企業を対象に1986年に公布された「国有工
業企業原価計算弁法」のみがあるのみです。
「企業会計制度」においては「工業企業は実際原価以外に計

画原価を採用する事ができる」旨の記載があり（「会計科目の
使用説明」第1201）、材料の実際原価と計画原価の差異を「材
料原価差異」の科目で処理するとしているのみです（「会計科
目の使用説明」第1232）。「企業会計準則」としては原価につい
て規定したものはありません。

中国財政部は「企業製品原価計算制度」（中国語名 「企业产

品成本核算制度」　、財会便[2012]4号）に関する「公開草案」
を2012年2月9日に公布し、2012年3月31日まで意見を取りま
とめており、現在公布の準備段階と思われます。この基準は、
工業、農業、不動産開発業等の業界を想定している旨が記載
されています。 

原価計算の現状についてですが、中国における日系企業で
も以下のようなケースが時として見受けられることがありま
す。②のように日本の原価計算基準でも一部容認されている
方法もあります。原価管理の向上のためにも、原価計算過程
が日本本社から見えにくい、いわゆる「ブラック・ボックス」
とならないよう注意が必要です。 
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【ケース 3　－原価計算の現状－】
①	�増値税の「発票基準」を採用していることから起因して、原材

料の入庫・仕入計上および製品の出荷・売上計上の局面において、
モノの流れと会計記録が整合していない状況が発生し、原価計
算をゆがめている場合。

②	�月末の在庫数量の棚卸が正確にできておらず、正確な原価計算
ができていない場合。さらに期首在庫数量等のインプット・サイ
ドの数量合計と、売上数量および在庫の期末数量等のアウトプッ
ト・サイドの数量合計が一致せず、いわゆる「マテリアル・バランス」
が均衡していない場合。

③	�期末仕掛品の完成品換算率（加工進捗度）を正確に測定する
事が困難であるため、期末仕掛品を原材料費のみで計算する場
合。もしくは原料の投入から完成まで短期間であり期末時に仕
掛品として繰越すことが概ね少ないため、原材料および加工費
について期末仕掛品の計算を省略する場合。

④	�製品別・品種別の作業時間を正確に記録していないため労務費
の製品等への正確な直課ができない、もしくは製造間接費の配
賦基準としてどのような数値や基準を採用したら良いか判断でき
ないために、適正な製造間接費の配賦計算が行われず、製品別・
品種別の正確な損益が把握できていない場合。

　
今後中国子会社の生産を拡大もしくは縮小することを検討

する場合でも、製品・品種別の正確な損益が把握できず、い
わゆる「どんぶり勘定」のような状態では、適切な経営判断は
できないと思われますので留意すべきです。

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。
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制度変更が頻繁に行われ、時に通達の遡及適用も行われる中
国税務の知識を絶えずアップデートし続けるには、まず基礎と
なる知識が必要です。本書は、その基礎の部分に焦点を当て、
企業所得税、外国法人に係る税金実務、個人所得税、増値税、
営業税、印花税、移転価格税制等について見開き形式で平易
に解説しています。また、増値税と営業税を統一する改革や
移転価格リスクに対応する論点等もフォローしています。
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